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告 示 

 

兵庫県告示第334号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計

画を変更した。 

  なお、当該都市計画の図書は、兵庫県まちづくり部都市計画課において縦覧に供する。 

   令和６年３月29日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 都市計画の種類及び名称 

阪神間都市計画道路 

  3.3.240号 中筋伊丹線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

  宝塚市中筋３丁目、中筋６丁目、中筋７丁目及び長尾町 

 

兵庫県告示第335号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計

画を変更した。 

  なお、当該都市計画の図書は、兵庫県まちづくり部都市計画課において縦覧に供する。 

   令和６年３月29日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

１ 都市計画の種類及び名称 

香住都市計画道路 

  3.6.1号 七日市線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

  香美町香住区七日市坪ノ内、西稲葉及び下川原 
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５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗） 令和６年３月29日 金曜日  第４号外 


